
上越市議会基本条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和８年３月２４日  

             上越市長  小 菅 淳 一  

 

上越市条例第２２号  

上越市議会基本条例の一部を改正する条例                  

（別紙のとおり） 



 

上越市議会基本条例の一部を改正する条例 

 上越市議会基本条例（平成２２年上越市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

第１９条中「会派及び」を削る。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


